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（教 育 目 標）
人格の完成をめざし，個人の尊厳と国家および

社会の良き形成者を育成する。

（教 育 方 針）
教育基本法および学校教育法の精神にのっと

り，発達段階に応じた人間形成の実現をはかる。

（校 訓）
英知・創造

校名の由来
本校所在地が属している現町名に当該名を冠し

たのがこの校名である。
当地は石津川と和田川の合流点西方にあり，古

くから大鳥郷に属していた。里伝によれば聖徳太
子が来遊されたとき，風光の美をたたえて佳

か
村
むら

の
名を為したという。また，元緑年間には特産品と
して箕がつくられ，「上村の箕」「太子箕」と称し
たといわれている。

本校の校名はその由緒ある「上村」の地名と堺
市名を合わせたものである。

校章の由来
六稜の上方は，真・善・美の叡智界（不滅の世

界）を，下方は知・情・意の現象界（生成消滅の
世界）を指し示す意味をもたせた。知は情・意を
包含して叡智界を志向する。

中央は３ヶ学年をあらわす３つの弧により，校
名の「上」を表わしている。

（
叡
智
界
）
（
現
象
界
）

真

美

知

意情

善



− 6 − − 7 −

大阪府立堺上高等学校学則
第1章　総則（抄）

（学則の目的）
第1条　この学則は，大阪府立学校の管理運営に

関する規則（昭和26年大阪府教育委員会規則第
７号）第９条の規定に基づき大阪府立堺上高等
学校（以下「本校」という。）について必要な
事項を定めることを目的とする。

第2章　課程，学科，収容定員及び職員の
組織

（以下略）
第3章　修業年限，学年，学期及び休業日

（修業年限）
第４条　修業年限は３年とする。
（学 年）
第５条　学年は，４月1日に始まり，翌年３月31

日に終わる。
（学 期）
第６条　学期は，次のとおりとする。ただし，校

長が大阪府教育委員会（以下「委員会」という。）
の承認を得て定めたときはその学期とする。

第1学期　４月1日から８月31日まで
第２学期　９月1日から12月31日まで
第３学期　翌年1月1日から３月31日まで

（休 業 日）

第７条　休業日は，次のとおりとする。
一　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）に規定する休日
二　日曜日及び土曜日
三　夏季休業日　７月21日から８月31日まで
四　冬季休業日　12月25日から翌年1月７日まで
五　春季休業日　３月16日から４月７日まで
六　学校創立記念日　６月４日

２　校長は，教育上必要と認めるときは，委員会
の承認を得て別に休業日を定め，又は休業日を
変更することがある。

３　校長は，教育上必要と認めるときは，委員会
の承認を得て休業中に授業を行うことがある。

第4章　教育課程及び授業日時数
（教育課程及び授業日時数）
第８条　教育課程及び授業日時数は，別表のとお

りとする。
２　生徒は，前項に規定する所定の教育課程を履

修しなければならない。
第5章　学習の評価並びに課程の修了及び

卒業の認定
（学習の評価並びに課程の修了及び卒業の認定）
第９条　学習の評価についての必要な事項は，校

長が別に定める。
２　各学年の課程の修了及び卒業の認定について

の必要な事項は，校長が別に定める。
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３　校長は，前項の規定により卒業を認めた生徒
には，様式第1号による卒業証書を授与する。

４　校長は，必要と認めた者には，様式第２号に
よる卒業証明書，様式第３号による単位修得証
明書，様式第４号による成績証明書及び様式第
５号による在学証明書を交付する。

（原 級 留 置）
第10条　校長は，各学年の課程の修了又は卒業を

認めることができない生徒を原級に留め置くこ
とがある。

第6章　入学，転学，留学，海外からの
留学生の受入れ，退学，休学，
出席停止等（以下略）

（誓約書及び確認書等）
第14条　入学を許可された者は，入学の日から15

日以内に，様式第８号による誓約書及び様式第
９号による確認書を校長に提出しなければなら
ない。

２　入学志願時以降，本人，保護者又は本人及び
保護者の現住所に変更があった者は，入学時に
変更後の住民票の写し等を校長に提出しなけれ
ばならない。

（保護者等の異動の届け出）
第15条　保護者等はその住所その他に異動のあっ

たときは，速やかにその旨を校長に届け出なけ
ればならない。

（転 学）
第16条　他の高等学校に転学をしようとする生徒

は，様式第10号による願書を提出し，校長の許
可を受けなければならない。

（留 学）
第16条の２　外国の高等学校に留学しようとする

生徒は，様式第10号の２による願書を提出し，
校長の許可を受けなければならない。（以下略）

（海外からの留学生の受入れ）
第16条の３　海外から本校に留学をしようとする

者は，様式第10号の３による願書を提出し，校
長の許可を受けなければならない。

（退 学）
第17条　退学をしようとする生徒は，様式第10号

による願書を提出し，校長の許可を受けなけれ
ばならない。

（編入学及び退学）
第17条の２　編入学及び退学をしようとする生徒

は，様式第10号の４による願書を提出し，校長
の許可を受けなければならない。

（休 学）
第18条　病気等の理由により，休学をしようとす

る生徒は，様式第11号による願書に医師の診断
書等これを証する書類を添えて校長に提出しな
ければならない。

２　前項の規定により休学を願い出たときは，校
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長は，委員会の定めるところにより，休学を許
可する。

３　休学の期間は，引き続き２年を超えることが
できない。

４　校長は，前項に規定する休学の期間を経過し
てもなお復学できないときは，原則として退学
させるものとする。

（復 学）
第19条　休学中の生徒が，理由の消滅により復学

をしようとするときは，様式第12号による願書
に医師の診断書等これを証する書類を添えて校
長に提出しなければならない。

２　前項の規定により復学を願い出たときは，校
長は，委員会の定めるところにより，相当学年
に復学を許可する。

（感染症予防措置）
第20条　校長は，感染症の予防上必要があるとき

は，臨時に，学校の全部又は一部の休業を行う
ことがある。

２　校長は，生徒が感染症にかかっており，かかっ
ている疑いがあり，又はかかるおそれがあると
きは，当該生徒に理由及び期間を明示の上，出
席を停止させることがある。

＊学校感染症の種類（学校保健安全法施行規則第18条）

＊出席停止の期間
　○第一種の感染症…完全に治癒するまで
　○第二種の感染症…病状によりにより学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めた
　　　　　　　　　　ときは，この限りでありません。

第一種
感染症

第二種
感染症

第三種
感染症

エボラ出血熱，クリミア・コンゴ出血熱，痘瘡，南米出血熱，ペスト，マールブルグ
熱，ラッサ熱，ポリオ，ジフテリア，重症急性呼吸器症候群（病原体がSARS（サー
ズ）コロナウイルスであるものに限る），鳥インフルエンザ（病原体がインフルエン
ザウイルA属インフルエンザAウイルスであってはその血清亜型がH５N１であるもの
に限る）
　＊上記の他，新型インフルエンザ等感染症，指定感染症及び新感染症

インフルエンザ（鳥インフルエンザ（H５N１）を除く），百日咳，麻疹，流行性耳下
腺炎（おたふくかぜ），風疹，水痘（みずぼうそう），咽頭結膜熱（プール熱），結核，
髄膜炎菌性髄膜炎

コレラ，細菌性赤痢，腸管出血性大腸菌感染症，腸チフス，パラチフス，流行性角結
膜炎，急性出血性結膜炎その他の感染症
　＊この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として，溶連菌
　　感染症，ウイルス性肝炎，手足口病，伝染性紅斑（りんご病），ヘルパンギーナ，
　　マイコプラズマ感染症，流行性嘔吐下痢症，アタマジラミ，水いぼ（伝染性軟疣
　　腫），伝染性腫痂疹（とびひ）

インフルエンザ
※鳥インフルエンザ（H5N1）及び新型インフルエンザ等感染症を除く

百日咳

発症した後５日を経過し，かつ，解熱した後２日（幼児に
あっては，３日）を経過するまで

特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗菌性物質製
剤による治療が終了するまで

麻疹 解熱後３日を経過するまで

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺，顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過
し，かつ，全身状態が良好になるまで

風疹 発疹が消失するまで

水痘（みずぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過するまで

結核 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがな
いと認めるまで。

髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがな
いと認めるまで。

○第三種の感染症…病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
○その他の場合
　・第一種もしくは第二種の感染症患者を家族に持つ家庭，または感染の疑いが見られる者につ
　　いては学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
　・第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については，その発生状況により
　　必要と認めたとき，学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
　・第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については，その状況により必要と認めた
　　とき，学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
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第7章　入学料及び授業料
（入学料及び授業料）
第21条　入学料及び授業料の額は，大阪府立学校

条例（平成24年大阪府条例89号。）の定めると
ころによる。

（納付方法等）
第22条　前条の入学料及び授業料は，委員会が別

に定める期日までに入学の際納付するものとす
る。

２　既納の入学料及び授業料は，還付しない。た
だし，特別の理由があると認めるときは，その
全部又は一部を還付することがある。

（免 除）
第23条　第21条に定める入学料及び授業料は，委

員会の定めるところにより，免除することがあ
る。

（入学許可の取消し）
第24条　校長は，入学を許可された者が，第22条

第1項により別に定めた期日までに入学料を納
付しないときは，入学許可を取消すことができ
る。

第8章　賞 罰
（褒 賞）
第25条　褒賞については，校長が別に定める。
（懲 戒）
第26条　校長，及び教員は，教育上必要があると

認めるときは，生徒に懲戒を加えることがある。
２　懲戒のうち，退学，停学及び訓告の処分は，

校長がこれを行う。
３　前項の退学は，次の各号の一に該当する者に

対して行う。
⑴　性行不良で改善の見込みがないと認められ

る者
⑵　学力劣等で成業の見込みがないと認められ

る者
⑶　正当の理由がなくて出席常でない者
⑷　学校の秩序を乱し，その他生徒としての本

分に反した者
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校 時 表
予　　鈴
Ｓ・Ｈ・Ｒ

８：30
８：35～　　　

第1時限 ８：45～９：35
第２時限 ９：45～10：35
第３時限 10：45～11：35
第４時限 11：45～12：35

昼 休 み 12：35～13：15

第５時限 13：20～14：10
第６時限 14：20～15：10

Ｓ・Ｈ・Ｒ 15：10～15：15
清　　掃 15：15～15：25

最終下校　16：55　　

非常時の校時変更について
1．生徒の登校以前に暴風警報が出されている場

合
ア　暴風警報が午前７時までに解除された場合

は，平常通りとする。
イ　暴風警報が午前７時を過ぎて午前10時まで

に解除された場合は，当日の５時限目より授
業を開始する。

ウ　暴風警報が午前10時を過ぎてもなお発令中
の場合は，臨時休校とする。

※　短縮・補充授業などの午前中授業の日は，
暴風警報が午前７時までに解除された場合
は，平常どおりとする。午前７時を過ぎても
なお発令中の場合は，臨時休校とする。

※　考査当日は，午前７時までに解除されな
かった場合は臨時休校とする。残りの日程は
予定通り行い，考査の最終日の翌授業日に休
校となった当日の試験を実施する。

※　暴風警報発令中は，テレビ・ラジオなどで
警報の発令状況を常に把握し，警報解除後す
ぐに登校できるようにしておくこと。

２．ＪＲ阪和線（鳳駅を含む区間）が交通遮断等
により運転していない場合も原則1．と同様の
行動をとることとする。（状況判断により，変
更する場合もあります。）
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３．登校後に台風の接近が予想される場合
気象情報に留意し，教育活動を停止せざるを

得ないと判断した時点で即刻下校する。
４．特別警報発令時は，その種別によらず，原則，

台風接近時の暴風警報発令時と同じ対応とする。

利用交通機関の延着について
利用交通機関の延着等で始業時刻に間に合わな

い場合は，必ずその交通機関が発行している「延
着（遅延）証明書」を持参すること。ただし，「延
着（遅延）証明書」は，鉄道会社またはバス会社
が発行したもので，「日付」「延着時間」「降車停
留所／駅名」「バス会社名／鉄道会社」等が入っ
ているものに限る。

欠席・遅刻・早退・欠課・忌引
について

1．病気等で欠席する場合は必ず保護者から学校
に電話で連絡すること。

２．止むを得ず遅刻する場合も事前に学校に電話
で連絡すること。

欠席日数や欠課時数が一定の規準を超えると
進級・卒業できないことがあるので特に注意す
ること。

３．忌引日数は，次のとおりとする。
父母５日以内　祖父母３日以内　兄弟姉妹３

日以内　伯叔父母その他の親族1日以内
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成績，進級に関する規定等
成績，進級に関する規定について
1．本校の学期は３学期制で，1・２学期につい

てはそれぞれ中間と期末，３学期については期
末のみの計５回の定期考査を実施します。

２．成績は定期考査の成績だけでなく，日ごろの
小テスト，レポート，学習態度等を含めて評価
します。

３．学年末の成績が欠点の場合には，その教科・
科目の単位の修得は認定されません。

４．欠課時数が規定数を超えた場合にも，その教
科・科目の修得は認定されません。

５．単位不認定の教科・科目が数科目ある場合，
原級留置となることがあります。

学校情報ネットワーク生徒利用規定
1　目 的

大阪府立堺上高等学校学校情報ネットワーク
生徒利用規定（以下，生徒利用規定）は，「大
阪府立学校情報ネットワーク運用規定」に基づ
いて，本校生徒の学校情報ネットワークの利用
に関する基本事項を定めるものである。

この生徒利用規定は，本校生徒が情報につい
て理解し，情報活用能力を身につけて学習活動
の充実を図り，これからの社会に参画できるよ
うにするためのものである。
2　利 用 資 格

ア　生徒利用規定を遵守し，本人，保護者が自
署した誓約書を学校長に提出したもの

イ　授業において授業担当者の指示に従うもの
ウ　授業以外において担当教員の指示に従うも

の
3　利 用 目 的

授業，授業の予習や復習，部活動，学校行事，
生徒会，進路など学習に関わる目的にのみ利用
できる。
4　ＬＡＮ教室における利用

授業及び担当教員の指定した日時に限る。
5　図書館における利用

図書館においては図書館開室日で，かつ担当
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教員の指定した日時に限る。その際，利用記録
簿に必要事項を記入しなければならない。

6　その他の場所における利用
利用する機器を管理する教科，分掌等の担当

教員が指定した日時に限る。
7　禁 止 事 項

⑴　教育上好ましくない（暴力，性描写，人権
侵害などに関する）ページの閲覧・ファイル
の保存

⑵　インターネット上の個人情報の発信，誹謗
中傷，人権侵害行為，著作権侵害行為など法
規や社会通念上許されない行為

⑶　オンラインショッピングなど営利に関する
ページの利用

⑷　学校情報ネットワーク以外の外部サーバー
によるメールの利用や個人で作成したＳＮＳ
アカウントなどへのログイン・閲覧・投稿

⑸　ソフトウェアのダウンロードと実行，及び
インストール

⑹　ネットワークへの不正侵入，機器やシステ
ムの破壊などの妨害行為

⑺　他人のアカウントとパスワードの利用，及
び漏洩行為

⑻　管理機器の利用
⑼　担当職員の許可なく印刷をする

8　告 知 事 項

⑴　学校情報ネットワークは大阪府教育セン
ターの管理者並びにサーバーコンピュータに
より常時内容をモニターされている。同時に，
利用者アカウント，利用コンピュータ，利用
時間，閲覧ページアドレスなどは自動記録さ
れている。また，この記録は大阪府教育庁及
び大阪府立堺上高等学校の教育研究目的に利
用されることがある。

⑵　授業以外での学校情報ネットワーク利用に
より生じた法的，社会的，及び倫理的責任は
すべて利用者にあり，学校としてはいっさい
の責任を負わない。

⑶　禁止事項に違反した場合や利用目的を逸脱
した行為を行った場合は利用資格を取り消す
こと，及び懲戒処分の対象になることがある。
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堺上高校オンライン学習生徒利用規定
1．目的

大阪府立堺上高等学校において，生徒の学習
環境を充実させるためオンライン学習を導入す
るにあたり，生徒のオンライン学習利用に関す
る基本事項を定めるものである。

2．利用資格
ア ）堺上高校オンライン学習生徒利用規定を遵

守するもの
イ）使用する際に担当教員の指示に従うもの

3．利用目的
クラス連絡，授業（予習・復習・課題等），

部活動，学校行事，生徒会，進路関係などオン
ライン学習で使用される教材は本人が学習する
目的以外に使用および複製することはできない。

4．利用時間
ネットワークを利用して通知を伴う投稿を行

う場合は，８：00～18：00の間に行うものとす
る。生徒が自宅等で取り組む課題については，
担当教員が指定する場合を除いて特に時間を規
定しない。

5．ID・パスワードの管理
学校から配布されたIDとパスワードのみを

使用し，その管理は本人が責任を持って行うも
のとする。

6．禁止事項
⑴　IDまたはパスワードを不正に使用する行

為や売買・貸与する行為
⑵　第三者になりすまして利用する行為
⑶　他のＳＮＳ等に登録するなど，学校から配

布されたアカウントを許可なく利用する行為
⑷　個人情報を発信する行為，またはそのおそ

れのある行為
⑸　オンライン学習のスクリーンショット，写

真，動画，音声などを発信・投稿・拡散する
行為
⑹　第三者の財産権，プライバシー権等の権利

や利益を侵害または侵害するおそれのある行
為
⑺　教材の複製物を第三者に販売（オークショ

ンヘの出品を含む），贈与および貸与する行
為

⑻　いじめに関する行為
⑼　教育上好ましくない（暴力，性描写，人権

侵害などに関する）ファイル等の送信・掲載
⑽　公序良俗に反する行為（詐欺，恐喝等の違

法行為等）
⑾　同一または類似の文章やUＲLを連続して

大量に投稿するなどのスパム行為
⑿　政治活動，宗教活動，営業活動またはこれ

らに類する行為
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⒀　刑法上の犯罪的行為，民事上の不法行為，
その他国内の法律・条例に違反する行為

⒁　有害なプログラムまたは連鎖的なメール等
を送信する行為

⒂　オンライン学習の授業データ等，システム
内の情報を改ざん，消去する行為

⒃　オンライン学習の運営を妨げる行為，誹謗
中傷する行為，システムを破壊する行為

⒄　その他本校が不適切と判断した行為
7．告知事項
⑴�　オンライン学習利用に関する履歴は，

Google Workspace 管理者によって常時監視
されており，利用者アカウント，利用コン
ピュータ，利用時間などは記録されている。
また，この記録は大阪府立堺上高等学校の教
育研究目的に利用されることがある。

⑵�　禁止事項に違反した場合や利用目的を逸脱
した行為を行った場合は，利用資格を取り消
すこと，及び懲戒処分の対象になることがあ
る。

生 徒 心 得
学校生活一般の心得
1．基本的生活習慣を確立しよう。

基本的生活習慣とは次のことをいいます。
⑴　自分の身の回りの整理・整頓ができ，時間

や物や金銭を大事に使うことができる。
⑵　自他の生命を尊重し，進んで健康・安全に

つとめる。
⑶　礼儀を重んじ，言動などを適切にし，誠実

な態度で人に接する。
高校生としての正しい生活習慣を確立する

ことが充実した高校生活を送ることにつなが
ります。

２．正しい目標をたて，その実現をめざして努力
しよう。

このことは，自己をみつめ，自己の向上につ
とめることですが，具体的には次のようなこと
があげられます。
⑴　自分が正しいと考えることに従って意見を

のべ，他人の言動にまどわされず，進んで実
行にうつす。

⑵　豊かな感受性と探究的な態度で，新しい考
え方や方法を生みだそうとする。つまり，生
活をよりよくしようとつとめ，工夫する。

⑶　自分の生き方や将来の進路に目標をたてる。
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高校時代は，みなさんの人生に大きな影響を
あたえる進路決定の時期でもあります。しっか
りとした目標をたて，それに向ってがんばろう。

３．集団の一員であることを常に自覚し，きまり
や規則を理解して守り，人に迷惑をかけないよ
うにつとめよう。

４．学校を愛そう。
自分たちの学校をよくしようとつとめよう。

本校の伝統づくりは，みなさんの力によるとこ
ろが大きい。後輩たちのために良き伝統と校風
を築くことに努力しよう。

1．通 学
1．始業時間は年間を通じて午前８時35分であ

る。（予鈴８時30分）
２．登下校は交通ルールを守り，安全な通行に

心掛けよう。自転車通学者は特に注意し，２
人乗りなどの危険な乗車をしてはならない。

３．自転車通学を希望する者は所定の用紙によ
り届け出ること。

2．校内の生活
1．人に対しては，常に尊敬，親愛の情をもっ

て接する。
２．正しい言葉づかいによって，責任ある言動

をする。
３．校内の美化，清潔をみんなで心掛け，放課

後所定の場所を清掃すること。

４．校舎内は所定の上履きを使用すること。
５．始業時より放課後まで校外に出てはならな

い。特別の事情のある者は，担任に届け，外
出許可書又は生徒手帳の連絡欄に担任の許可
印を受け，これを携行すること。

６．校舎内では，学習の場であることを自覚し
て，球技など危険な遊びをしない。

７．学校には不要の現金，貴重品をもってこな
い。又は，学習の妨げとなる遊具，装飾品な
どの持ち込みは厳禁する。

８．遅刻して入室する時は，授業担当の先生に
（入室許可証）を渡して着席すること。

９．下校の際は，戸締まりを確実にする。
3．校外の心得

1．本校生徒としての品位を保ち，自覚ある言
動をするように心がける。

２．アルバイトは原則として禁止する。
３．自動車，単車の免許取得禁止。（免許を取

得しない，車を持たない，運転しない，乗せ
てもらわない。）但し，事情により原動機付
自転車以上の免許を取得する場合は，保護者
と十分話しあって取得すること。

４．外泊を伴う旅行をする場合は保護者と十分
話し合うこと。

4．校友・交際
青春時代は一生の友ができる時期である。親し



− 28 − − 29 −

い中にも礼儀を忘れず，互いに尊敬しあい，導き
あうような，おおらかな友情こそ望ましい。
5．賞 罰

⑴　生徒の模範行為は全生徒に賞揚される。
⑵　誓約書に違反して事故を起こし，又不正行

為をした生徒は実情に即し，退学・停学・訓
戒の懲戒処分に付せられる。

⑶　下記の場合は前項に該当する。
イ　試験に際して不正行為をした時。
ロ　故意に授業の進行を妨げる行為をした時。
ハ　人に暴行を加え，又は傷害を負わした時。
ニ　故意に校舎・校具を破損し又は汚損した

時。
ホ　他人の金品を横領又は窃取した時。
ヘ　飲酒，喫煙をした時，又は酒や煙草及び

喫煙具を所持していた時。また，飲酒，喫
煙しているもの（本校生，他校生にかかわ
らず）に同席しその行為を容認したもの。

ト　その他態度・行為において生徒の本分に
反した時。

頭髪・服装等の規定
頭髪・服装等については，常に清潔で気品のあ

る高校生らしい姿であることを心掛けること。
⑴　制服

①下記の期間は必ずブレザーを着用すること。
・４月1日～４月30日
・11月1日～３月31日

②その他の期間は本校の制服であれば，気候の
変化に応じ，組み合わせを変えてもよいが，
防寒具の着用はブレザーの上からのみ認める。

③制服は勝手に変造することを禁止する。
⑵　頭髪等は常に清潔で気品のあるようにする。

パーマネント・エクステンション・毛染め（脱
色を含む）等は禁止する。

また，ドライヤー，ヘアーアイロン等により
髪の変色がひどい場合や剃り込み等の奇抜な髪
型等も指導の対象とする。

⑶　装飾品は身につけてはいけない。
⑷　校舎内上履き

学校指定のスリッパ（学年色別）を使用
⑸　通学靴

できるだけ高校生らしく，機敏に行動できる
もの。
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男　子
制服上衣　　　　  長袖ＢD　　  スラックス

ネクタイ　　　　  ベスト 　　　　セ−ター

半袖ＢD　　　ポロシャツ

女　子
制服上衣　　　　  長袖ＢD　　   スカート

ネクタイ　　　　  ベスト 　　　　セ−ター

半袖ＢD　　　ポロシャツ　　　スラックス
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届け出及び許可を要する場合と手続き
1　欠席する場合（忌引を含む）

欠席届（事前にわかっている場合は生徒手帳
諸届欄に必要事項を記入し，担任へ｡）
８時25分までに保護者から，担任へ電話等で
連絡する。

２　欠席が1週間以上にわたる場合
保護者から担任へ電話等で連絡し，その後，
医師の診断書，意見書がある場合は提出する。

３　遅刻した場合
入室許可証（生徒手帳諸届欄に記入等）
職員室で入室許可証を受け取り，教室で授業
担当の先生へ提出する。休憩時間中の場合は
入室許可証を次の時間の授業担当の先生へ提
出する。

４　早退する場合
早退許可願（生徒手帳諸届欄に記入等）
担任の許可を受け早退（外出）許可証を持っ
て早退（外出）する。早退の場合は帰宅後担
任へ連絡する。一時外出の場合は帰校時ただ
ちに担任へ許可証を返却し連絡する。

５　登校後一時外出する場合
外出許可願（生徒手帳諸届欄に記入等）
上に同じ

６　印刷物（謄写印刷を含む）や文書を作成し，

配付する場合
最終原稿について生徒会部の許可を受けた後
に行う。

７　外部団体の発行する印刷物や文書を校内にお
いて配付する場合

（及び調査，署名，募金を行う場合）
生徒会部に届け出て許可を受けたのちに行う。

８　学校内外を問わず集会を行う場合
集会許可願
生徒会部に届け出て許可を受けたのちに行う。

９　校内に掲示をする場合
生徒会部に届け出て掲示物に許可印を受け，
定められた場所に期限を限って掲示する。責
任者氏名，期限を明記すること。

10　異装を希望する場合
異装許可願
担任に提出し，生徒指導部の許可を受ける。

11　自転車通学を希望する場合
自転車通学届・ステッカー発行願（職員室）
担任を通じて，自転車通学届を学年主任に提
出し，ステッカー発行願を生徒指導部へ提出
し，ステッカーの交付を受ける。

12　生徒証の再交付を希望する場合
生徒証再交付願（事務室）
担任の認印を受け，個人写真を添えて事務室
へ提出し再交付を受ける。
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13　在学証明書等の交付を希望する場合
証明書交付願（事務室）
該当事項記入の上，担任の認印を受け，事務
室へ提出し交付を受ける。

14　鉄道割引証の交付を希望する場合
学割証交付願（事務室）
保護者直筆認印のある願い書に担任の認印を
受け旅行届を添えて指導部へ提出する。割引
証の交付は事務室で受ける。

15　転居した場合
住所変更届（事務室）
保護者印のある届け書に住民票，生徒証を添
付し，担任の認印を受け事務室へ提出する。

16　通学経路の変更を希望する場合
通学経路変更届（事務室）
担任の認印を受け事務室へ提出する。

17　授業料等の減免を希望する場合
授業料減免申請書（事務室）
関係書類を添え担任を通じて事務室へ提出す
る。

18　校舎，校具を破損（汚損）した場合
破損届（職員室）
担任，関係職員，保健部長，生徒指導部長の
認印を受け環境整備の係へ提出する。
状況に応じて破損（汚損）に関する適当な経
済的弁償をする。

19　私物を紛失した場合
紛失届（職員室）
生徒指導部の先生へ提出する。

20　部の新設を希望する場合
部設立許可願（職員室）
有志生徒より生徒会部の先生へ。

21　部に入りたい場合，退部したい場合
入・退部許可願（職員室）
部の顧問へ。
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生徒会会則
第1章　名 称

第1条　本会は大阪府立堺上高等学校生徒会と称
する。

第2章　目 的
第２条　本会の目的は本校の基本方針に基づき，

教科以外の教育活動の一環として，健全かつ自
発的な全員参加の活動を通して学校生活の充実
と向上をはかることにある。

第3章　会 員
第３条　本会の会員は大阪府立堺上高等学校に在

籍する全生徒とする。
第４条　会員は本会則を守り，会の目的達成のた

めに努力する義務を負う。
第4章　顧 問

第５条　本会はその目的達成のため，本校生徒会
部の指導・助言を受ける。学校への意志表示は
生徒会部を通じて行うものとする。

第5章　役 員
第６条　本会は下記の役員を置く。

会　長　1名　　　副会長　２名
書　記　２名　　　会　計　２名
学年代表　各学年1名
上記役員は議会に出席し1票の議決権を有する。

第７条　役員は会員全体の投票により選出され

る。なお選出方法は生徒会選挙規定によって定
める。

第８条　会長は本会の長として会務全般にわたっ
て統括し，別章に定める執行委員長としての責
を全うする。

第９条　副会長は会長を補佐し，会長不在または
やむを得ない事情のため職務遂行不能の場合，
会長に代って職務を遂行する。

第10条　書記は会務を遂行するに必要な諸種の事
務を行うと共に次の事項について正確完全な記
録を作成保存する。
①会則・規約の修正
②役員簿
③生徒議会・各種委員会の記録
④役員・委員の報告
⑤その他必要物

第11条　会計は本会の財産を管理し，生徒会部の
指導を得て，本会財務全般に関する予算及び決
算報告書を作成し，議会に提出する。

第12条　学年代表は学年を代表し，学年議会を統
轄する。

第13条　本会役員の任期は，前期と後期に分けら
れる。前期は６月より11月までとし，後期は12
月より翌年５月までとする。

第14条　役員の更迭，辞任または執行不能の場合
は，役員の総意により選出する。
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第15条　役員で次の各項の一に該当するものはそ
の資格を失う。
①会員総数の２/３以上の不信任を受けた場合。
②健康その他の理由により，職務遂行が不能の

場合。
第6章　会 計 監 査

第16条　本会は財務一般の厳正を期するため会計
監査２名を置く。

第17条　会計監査は議会より選出され，任期は役
員のそれに準ずる。

第18条　会計監査は必要に応じて，生徒会会計帳
簿及び部会計帳簿の監査を行うことができる。

第19条　会計監査は必要に応じて会計監査報告を
行う。

第7章　機 関
第20条　本会はその目的達成のため次の機関を置

く。
①生徒議会
②執行委員会
③学年議会
④各種委員会
⑤部長会議

第8章　議 会
第21条　議会は全生徒を代表する最高決議機関で

ある。
第22条　議会は各学級代表２名，本会役員，各委

員会委員長で構成され，学級代表の互選により
議長，副議長を選出する。

なお，議長，副議長を選出されたクラスにつ
いては，代行を立てるものとする。

第23条　各議員は，議長，副議長を除いてそれぞ
れ1票の決議権をもつ。ただし同数の場合は，
議長の判断により決定される。

第24条　議会はその決議により，その決定事項の
執行を執行委員会にゆだねる。

第25条　学級代表はその学級の意見を代表し，か
つ議会で審議されたあらゆる事項を学級に報告
せねばならない。

第26条　議会は議員総数の３分の２以上の出席が
なければ，会議を開くことはできない。

第27条　議会の議決は出席議員の過半数を要する。
第28条　会長は必要に応じて議会を召集すること

ができる。
第9章　執行委員会

第29条　執行委員会は本会の全活動に対する企画
及び議会の議決によるすべての業務の執行機関
である。

第30条　執行委員会は役員，学年議会代表，各委
員会委員長を以て構成し，会長がこれを主宰す
る。

第31条　執行委員会は必要に応じて開く。
第32条　執行委員会の任期は役員のそれに準ずる。
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第10章　学 年 議 会
第33条　学年議会は学年別にそれぞれ設置し，各

学級代表２名で構成される。
第34条　学年議会は議長1名を置く。各議長はそ

の学年の学年代表を兼任する。
第35条　学年議会は必要に応じ議長が召集し行う。
第36条　学年議会は学年独自の計画・立案・執行

にあたるほか，各学級の諸問題を持ち寄り，交
流・討議を深める場とする。

第37条　学年議会はその学年内の問題に関しての
み議決権を持つ。

第38条　各議員は執行委員会との連絡を密にし，
報告を常にするものとする。

第11章　各種委員会
第39条　本会に文化・体育・保健・風紀・広報の

五委員会を置く。各委員会の会務は下記の通り
である。

文化委員会　文化祭等の企画・立案・執行に
あたる。

体育委員会　体育・スポーツ大会等の企画・
立案・執行にあたる。

保健委員会　安全・保健・衛生の諸問題を扱
い，あわせて環境美化に取組む。

風紀委員会　生徒会主催の集会・行事の円滑
化をはかり，風紀向上・福利厚
生を司る。また生徒心得等の自

主規制を行う。
広報委員会　クラスのコミュニケーション等

情報活動に取組む。
第40条　各委員会は執行委員会及び当該教職員の

指導のもと，会務の執行にあたる。
第41条　各委員会は各学級より２名ずつ選出され

た委員により構成される。
第42条　各委員会は各委員の互選により，委員長

を選出し，この委員長を代表として議会に送ら
ねばならない。

第43条　各委員会は必要に応じて開催される。
第44条　各委員長は議会において会務報告をしな

ければならない。また，各委員は各自のホーム
ルームにおいても同様に報告しなければならな
い。

第45条　各委員の任期は役員のそれに準ずる。
第46条　本会は必要に応じて生徒議会の承認を経

て，臨時に上記以外の委員会を置くことができ
る。

第12章　部 活 動
第47条　本会には文化と運動にわたる共同研究体

として，それぞれ各種の部を設置する。
第48条　各部活動には顧問教員若干名，部長1名

その他の役員を置く。
第49条　部活動に関しては別に細則を定める。
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第13章　部 長 会 議
第50条　部長会議は各部が選出した部長によって

構成される。
第51条　部長会議は副会長が必要と認めた場合に

召集され，副会長がこれを主宰する。
第52条　部長会議は部活動と議会及び執行委員会

との連絡，部活動の調整，部活動関係の諸問題
の検討にあたる機関である。

第14章　財 政
第53条　本会の運営資金は主として会費によって

まかなわれ，独立採算制によって運営されるも
のとする。

第54条　会計及び会計監査は必要に応じて部会計
帳簿を提出させることができる。

第55条　会計は毎会期当初に収支予算を議会に提
出し，総議員の３分の２以上の承認を得なけれ
ばならない。また，毎会期末には収支決算を議
会に提出し，その承認を得なければならない。

第56条　会計は会期途中に，少なくとも1回は議
会に予算の執行状況を報告しなければならない。

第57条　会員から要請があった場合，執行委員会
は会計帳簿を，会計監査は会計監査報告書を，
閲覧させなければならない。

第58条　会計年度は４月1日に始まり，翌年３月
31日に終わる。

第15章　最高決定権
第59条　生徒会に関する一切の活動の最高決定権

は学校長が保持する。
第16章　改 正

第60条　本会則の改正は議会において３分の２以
上の承認を得て，可決され修正される。

第17章　付 則
第61条　本会則の趣旨を補うため運用上の諸規定

を次のように定める。
1．部活動規定
２．生徒会役員選挙規定

第62条　本会則は昭和59年４月27日より施行する。
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生徒会役員選挙規程
第1章　選挙権及び被選挙権

第1条　本会の会員は，すべて平等に選挙権及び
被選挙権を有する。ただし次の各項の場合は，
被選挙権を認めない。
1．選挙管理委員
２．校長が不適当と認めたもの

第2章　選挙管理委員会
第２条　生徒会顧問の指導の下に，生徒会役員選

挙に関する一切の事務を管理運営する為に選挙
管理委員会を置く。

第３条　選挙管理委員会は，各学級より1名ずつ
選出された選挙管理委員により構成され，委員
長1名，副委員長1名を互選により選出する。

第４条　委員長は，選挙管理委員会を統轄する。
また，副委員長は，委員長を補佐し，必要に応
じて，その職務を代行する。

第５条　選挙管理委員会は，次の各項の任務を行
う。
1．選挙日程の決定，及びその公示
２．立候補者の受付承認，及びその告示
３．立会演説会の開催
４．投票の管理，及び開票
５．当選者の承認及び，選挙結果の告示
６．その他，選挙に関する一切の事務

第６条　選挙管理委員は，立候補者の一切の応援
をしてはならない。

第3章　立 候 補
第７条　立候補者は，次の項を守らねばならない。

1．同一人は，２つ以上の役員に立候補する事
はできない。

第８条　会員は２つ以上の推薦責任者になる事は
できない。

第4章　選 挙 運 動
第９条　選挙運動については，次の基準を定める。

1．立候補者として告示された日から投票日の
前日までに限る。

２．掲示物は，選挙管理委員会の承認印をもらっ
て，指定された場所に掲示する。なお掲示物
の枚数，大きさ，掲示場所は，選挙管理委員
会が別に定める。

３．その他，選挙運動の方法，時間等は，選挙
管理委員会が別に定める。
第5章　投票及び開票

第10条　本会役員選挙は，会員総数の５分の４以
上の投票数で有効とする。

第11条　投票は，選挙管理委員会で指定した日時
に，投票所（ホームルーム教室）で選挙管理委
員の指示に従って行う。

第12条　選挙は1人1票の無記名投票とする。
第13条　不在者投票は，これを認める。なお方法
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については選挙管理委員会が別に定める。
第14条　投票所での不正行為や秩序を乱すものに

は選挙管理委員が退室を命じ，投票の公正を計
るものとする。また退室を命じられた者の投票
は認めない。

第15条　開票は，選挙管理委員会の指定した日時，
場所で選挙管理委員によって行う。

第16条　次の各項の投票は無効とする。
1．正規の用紙を使用していないもの。
２．その他選挙管理委員会の指示に従わないも

の。
第17条　投票及び開票の方法は，選挙管理委員会

が別に定める。

部活動規定
第1章　総 則

第1条　部活動は生徒会会則第２条に基づき組織
されるもので，学校教育活動の一環である。

第2章　目 的
第２条　部活動は顧問の指導のもとに下記の目的

をもって活動を行う。
①　健全な趣味や教養を養い品位を高め個性の

伸長を図る。
②　心身の健康を助成し，自主性を育てるとと

もに，集団生活に於いて協力していく態度を
養う。
第3章　構 成

第３条　部活動は顧問・部員で構成される。
第４条　顧問は部活動に関して指導・助言を行う。

第4章　運 営
第５条　部はその運営について生徒会の監督に服

さねばならない。
第６条　各部には次の役員を置く。

部長・副部長・会計　各1名
第７条　部長はその部を代表し，部の全責任を負

い，部の秩序と規律を維持し，目的を達成する
ための義務と権限を有する。

第８条　副部長は常に部長を補佐し，部長に支障
ある場合にその代理を務める。
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第９条　会計はその部に関する会計簿を作成し，
生徒会会計の要請があれば随時書類を提出する。

第10条　マネージャーについての規定は定めない
が，部員の健康管理及び会計面について各部役
員の補佐をつとめるものとする。

第11条　各部は運営の必要上，次の書類を常備す
るものとする。

部員名簿・会計簿・日誌・備品簿
第12条　部の財政は主として生徒会割当予算によ

りまかなわれる。
第13条　部予算の支出は事前に顧問の承認をえて

行われる。
第14条　各部の代表者及び会計は，会計決算を年

度末（３月）に顧問の承認を得て生徒会に提出
することとする。

第15条　各部の部費は月額1,000円を上限とする。
また，入部金は徴収しない。臨時に金銭を徴収
する場合は，顧問の指導により文書で保護者に
通知することとする。

第5章　部の成立及び廃部
第16条　部を設立するには同好会として1年以上

活動し，その目的及び活動内容を明らかにしな
ければならない。

第17条　同好会は同好の者が５名以上集まり，顧
問1名以上を有した上で生徒会に申請する。

第18条　同好会の申請がなされたら，すみやかに，

部長会議と顧問会議で審議し，議会と職員会議
の承認をうけ，生徒会がこれを認可する。また，
同好会より部に昇格する場合も同様の手続きを
経るものとする。

第19条　同好会は生徒会に対する予算請求権を有
しない。

第20条　同好会活動のための場所・施設等の使用
権は部活動が優先するものとする。

第21条　顧問会議及び部長会議は，部としての活
動が不活発なものに対して助言，勧告，休止の
決定を行うことができる。

第22条　次の条件に該当する場合，顧問会議なら
びに部長会議での審議の上，同好会格下げまた
は廃部となる。
一，部員名簿の提出時点で部員が５名に満たな

い時
ただし，５名に満たなくとも効果的な活動

を実施している場合は審議の対象となる。
一，部活動を３年以上休止している時。
一，著しく部としての素行が悪く，学校の名誉

を傷つけ，もしくは他の部に著しく迷惑を及
ぼすに至った場合。

第23条　廃止された部は，廃部決定より1ヶ月以
内に会計簿を生徒会会計に提出するとともに，
その予算の残高は生徒会に返還する。

第6章　部活動の条件
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第24条　部活動は放課後に実施するものとする。
ただし，試合等顧問が必要と認める時，届出に
より，休日に実施することができる。

第25条　部活動は原則として顧問付添の上実施
し，かつ指導助言を尊重する。

第26条　部活動時間は，17時00分完全下校とする。
ただし，公式対外行事等顧問が必要と認める時，
部活動延長願を生徒会運動部，文化部係に届出
し，必ず顧問付添のもとで，延長が認められる。
なお，延長する場合，顧問は保護者に連絡承認
を得ることとする。

第27条　定期考査前1週間は原則として部活動を
禁止する。

ただし，考査後1週間以内に公式戦等がある
場合などは，生徒会運動部，文化部各係に届出

（特別活動許可願）し，了承を得て，全教職員
に連絡の上，活動してもよい。

第28条　早朝の活動は平日のみ顧問付添の上，始
業前1時間以内で認める。

第29条　前期（５月）と後期（11月）の始めに部
長は，部員名簿を生徒会に提出する義務を有す
る。

第7章　部活動の運営及び規律
第30条　各部は，顧問部員の話し合いの上，必要

な部内規約を作り規律ある部活動を行うことと
する。

第31条　活動中，事故発生の場合は，直ちに顧問
又は本校教職員に連絡し適切な処置をとる。

第8章　付 則
第32条　卒業生及びコーチの継続的指導をうける

場合は，顧問を通じ学校長の許可を必要とする。
第33条　対外活動等における公欠について人数及

び公欠時限は顧問が決定する。また，公欠する
時は所定の公欠願を提出し承認をうける。

第34条　部活動合宿規定については別途定めるこ
ととする。
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独立行政法人日本スポーツ
振興センター規約

学校管理下での傷害に対する医療費の給付は独
立行政法人日本スポーツ振興センター規約により
次の通りとする。

1　登下校，正課，特別教育活動，学校行事等
で負傷した場合のみ給付の対象となる。

２　次の事項を厳守した上給付金を受ける。
イ　直ちに保健室に届けること。もし保健室

に養護教諭が不在の際は，担任，顧問，授
業の先生に申し出る。

帰宅後医師（整骨医等も含む）に受診し
た時は，翌日必ず申し出る。

ロ　治療費はひとまず本人が支払いを済まし
ておく。

ハ　毎月，月始めの４日〆切りで書類を作製
するので，その月中に起った傷害について
必ず４日までに書類を提出。何ヶ月にも
渡って治療を受けた場合，月毎に区切って
書類を保健部の係の先生へ出す。

図書館規定
1　開館及び休館

⑴　開館日は毎週月曜日～金曜日とする。但し，
臨時に変更することがある。

⑵　利用時間は昼休み（12：30～13：10）放課
後（15：20～16：50）までとする。

⑶　長期休暇中の開館日時はその都度定める。
２　館内閲覧

⑴　利用者は，係員の指示に従い，次のことを
厳守しなければならない。
①　飲食物の持ち込み厳禁。
②　入室の際，鞄等，私物は所定の場所に置

き，筆記用具，ノート，教科書以外は持ち
込まないこと。尚，貴重品類は各自が責任
を持つこと。

③　館内では，私語は慎み静粛にすること。
④　図書は丁寧に取り扱うこと。
⑤　閲覧した図書は必ず元の位置へ返すこと。

⑵　館内は開架式で，閲覧室の書架に配架され
た図書資料は自由に閲覧することができる。

３　貸出及び返却
⑴　図書を館外帯出できる者は，本校生徒，並

びに本校職員とする。
⑵　カウンターで図書を係員に提出して，コン

ピューター入力を経て手続きを完了する。図



− 54 −

書返却時は，図書を係員に渡し，コンピュー
ター入力を経て，返却とする。

⑶　貸出冊数は1人５冊とし，期間は２週間以
内とする。

⑷　長期休暇中の貸出については別に定める。
⑸　帯出中の図書を更に他人に貸してはならない。
⑹　辞・事典類，禁帯出の図書，雑誌の最新刊

貸出は行わない。
⑺　帯出中の図書を紛失，または破損，汚損し

た場合は，原則として同一図書をもって弁償
する。同一図書をもって弁償できない場合は，
相当金額をもって弁償する。

⑻　延滞者には返却請求をする。これを受けた
者はすみやかに返却する。

４　その他
下記条項に該当する者は，館外帯出を含む図書

館利用を禁止する。
⑴　「図書館規定」を遵守しない者
⑵　他人の名前をかたった者
⑶　その他図書館秩序を乱した者

５　附　則
⑴　本規定の改正は，職員会議の承認を得て，

学校長がこれを行う。
⑵　本規定は昭和60年５月16日より施行
⑶　平成22年４月1日改訂

大阪府立堺上高等学校　総務部












